
1.割増賃金の算定基礎となる賃金

割増賃金の算定基礎となる賃金については,

労働基準法 (以下, ｢労基法｣) 37条１項にお

いて, ｢通常の労働時間又は労働日の賃金｣

とされ, 所定労働時間または, 所定労働日に

対して支払われる賃金がその対象となり, 基

本給のみならず, 所定労働時間に労働したこ

とに対して支払われる手当等も, 割増賃金の

算定基礎に含める必要があります｡

しかし一方で, 家族手当や通勤手当のよう

に, 労働と直接的な関係が薄く個人的事情等

により支給されることとなる賃金についても算

定基礎に含めることは, 必ずしも妥当ではな

いとして, 労基法37条４項ならびに労基法施

行規則21条により, 割増賃金の算定基礎に算

入しない賃金を定めています[図表１]｡ なお,

この算定基礎に算入しない賃金については制

限列挙であり, これに該当しない通常の労働

時間に支払われる賃金については, 割増賃金

の算定基礎に含める必要があります｡ また,

算定基礎に算入しない賃金については単なる

名称にかかわらず, 実質の内容によって取り

扱うこととされています (昭22. 9.12 発基17)｡

2.皆勤手当の算定基礎賃金算入の可否について

皆勤手当の算定基礎賃金への算入の可否に

ついてですが, 前述のとおり, 割増賃金の算

定基礎に算入しない賃金については, [図表

１]による賃金が制限列挙されており, これ

らに該当しない賃金については, 算定基礎に

含める必要があります｡ よって, ご質問のケー

スのように, 出勤奨励を目的に支給する皆勤

手当について, たとえ毎月の金額に変動があっ

たとしても, ｢通常の労働時間の賃金｣ と解

され, [図表１]の賃金にも該当しませんので,

割増賃金の算定基礎に含める必要があります｡

ただし, 例外として, 皆勤手当については,

労基法施行規則８条により定められた賃金

[図表２]における ｢①１カ月を超える期間の

出勤成績によって支給される精勤手当｣ に該

当する場合については, 割増賃金の算定基礎

に算入しない賃金 ([図表１]の ｢臨時に支払

われた賃金｣ ｢１カ月を超える期間ごとに支

払われる賃金｣) に準ずるものとして, 算定

基礎に算入しないことも可能です｡

この, ｢①１カ月を超える期間の出勤成績

によって支給される精勤手当｣ に該当するか
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割増賃金の算定基礎に含めるべきか
当社では, パートタイマーの出勤奨励を目的に皆勤手当を新設する予定です｡

なお, 皆勤手当は年休を取得することで一定額を減額しようと考えています｡ こ

のように, 毎月の額が変動する場合でも, 時間外の割増賃金を支払う場合, 算定
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否かについては, 単に皆勤手当の支給基準と

なる判定期間を, 例えば２カ月 (１カ月を超

える期間) にすればよいというわけでもあり

ません｡ ここでの判断のポイントとしては,

まず, 判定期間を１カ月ごとにしないことへ

の根拠は明確かどうかといった点が考えられ,

例えば, 皆勤手当の支給判定期間を２カ月間

の出勤状況とし, ２カ月間無欠勤なら１万円

とする等, 結果として１カ月ごとに判定して

いるとはみなされない支給基準を, 就業規則

等に明確に定めることが必要となります｡

また, その他判断のポイントとして, 実際

の支給額が皆勤手当として社会通念上妥当か

どうか, これまでに１カ月を判定期間とする

皆勤手当に準ずるような手当を支給していな

いかどうかといった点などについても総合的

に検討する必要があり, 結果, 割増賃金の算

定基礎に算入しない皆勤手当としては認めら

れないケースもあります｡

3.年休取得時における皆勤手当の取り扱いに

ついて

前述のとおり, 皆勤手当は, 毎月の額が変

動する場合にも, 原則, 割増賃金の算定基礎

に含める必要があります｡ ちなみに, ご質問

のケースでは, 年次有給休暇 (以下, ｢年休｣)

取得時に皆勤手当を減額する措置も検討され

ていますが, 労基法附則136条では, 年休取

得時の取り扱いについて, ｢使用者は, 年休

を取得した労働者に対して, 賃金の減額その

他不利益な取り扱いをしないようにしなけれ

ばならない｣ とし, 年休を取得したことによ

る労働者への不利益な措置を禁止する旨を定

めています｡

では, 年休取得時に皆勤手当を減額する措

置は労基法附則136条に抵触し, かつ, 当該

措置は必ず無効になるのでしょうか｡ これに

ついて, 判例上, 年休取得時の皆勤手当の減

額については, 法の趣旨からみた場合には必

ずしも望ましいものではないとしながらも,

その趣旨, 目的, 労働者が失う経済的利益の

程度, 年休の取得に対する事実上の抑止力の

強弱等の事情を総合的に判断した結果, 年休

取得を抑制し, かつ, その権利の保障を失わ

せるとまではいえない場合, 年休取得時にお

ける皆勤手当の減額は有効であるとしていま

す (沼津交通事件 最高裁二小 平 5. 6.25

判決, 練馬交通事件 東京地裁 平16.12.27

判決)｡

上記の点からも, 通常, 年休取得時の皆勤

手当の減額を行う際には, その減額の程度等

を勘案し, 年休取得を著しく抑制することの

ないよう取り扱う必要があると考えられます｡
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ア 家族手当

イ 通勤手当

ウ 別居手当

エ 子女教育手当

オ 住宅手当 (※住宅に要する費用 (家賃・住宅
購入費用) により住宅手当額が決定する場合
に限る)

カ 臨時に支払われた賃金

キ １カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

図表１ 割増賃金の算定基礎に
算入しない賃金

�１カ月を超える期間の出勤成績によって支給
される精勤手当

�１カ月を超える一定期間の継続勤務に対して
支給される勤続手当

�１カ月を超える期間にわたる事由によって算
定される奨励加給または能率手当

図表２ 臨時に支払われた賃金,または
１カ月を超える期間ごとに支
払われる賃金(賞与等)に準ずる
もの


